
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本農業遺産 

 

ロゴマーク使用ガイドライン 

 有田みかん地域農業遺産推進協議会 

２０２２．１２ 



 

 

 １）原型 

※「有田みかん SYSTEM」又は「有田みかんシステム」の文言を 

必ず入れること。 

 

 

 

 

 

 

 

 ２）単色型 

   【単色例】 

 

 

 

 

 

 

※「有田みかん SYSTEM」の文言を必ず入れること。 

 

01 ロゴマーク 



 

 

 視認性、識別性を確保するために、周辺に一定の保護領域を設けます。 

 この領域内には、デザイン要素や文字を入れないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 アイソレーション 

H 

※高さの基準を Hとします 

0.08H 

0.08H 

ロゴの周りには必ず 0.08H

分の幅に相当するスペース

を設けてください。 



 

 

ロゴマークを使用する際には、以下にあげるような変更等を加え、使用してはなら

ない。 

 

【形の変形・加工等】 

 

 

 

 

 

     × 縦・横の比率を変える      × 傾きを変える 

       ×その他、部分的な加工も禁止。 

 

【要素の追加】 

 

 

 

 

 

 

03 禁止事項 

✕ 視認性を損なう表示  ✕ 誤認を招く恐れのある使用 

無農薬 

●●▲▲株式会社 

✕ 装飾の追加 


